
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

石田・紺屋土居地区

（　石田集落　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月27日

（第2回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

特産となる果実を栽培し、観光農園を開設、町外の方へも農地の貸出を行うなど、広く農地維持の取組を検討す
る。
ドローンを活用した農薬散布を行うなど、スマート農業の推進を目指す。
農業の継続、農地の維持のため、自給農家にも頑張ってもらえるような取組を検討する。

区域内の農用地等面積

智頭町大字埴師（石田・紺屋土居集落）地内で、小規模な畑を除き、現在耕作が行われている比較的条件の良い
農用地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

令和４年５月実施の農業・農地に関するアンケート調査によると、当地区の農業者の平均年齢は65.7歳であり、町
平均の70.1歳と比べて低くなっているものの、およそ７割の農業者は後継者のめどが立っておらず、10年後には
従事者の高齢化は避けられない状況となっている。
農業機械の価格高騰などにより、現在使用している機械が壊れたら耕作できないという声も挙がっており、農地
の維持管理が困難になることも懸念される。水路管理や獣害対策なども、意欲低下の要因となっている。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 11.1

11.6

参考様式第５－１号

智頭町市町村名
(市町村コード) （313289）

智 第 ４ ７ ８ ８ 号

令 和 7 年 2 月 27 日

智頭町長　　金 兒　英 夫



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

活用できる事業者があれば検討する。

担い手の中に、県から認定を受けた指導農業士がいる。
指導農業士を軸に、まずは集落内外の多様な人材の関係性の構築、指導や相談ができる体制づくりを行い、行
政（町・県）、JA等と連携しながら今後の地域の担い手を育成していく。

（１）農用地の集積、集約化の方針

令和３年度に町の補助事業を活用し、同一の所有者だが、くぼがあり1枚の圃場が狭隘な農地の圃場整備を実
施した。くぼ倒しをして、複数枚の農地を1枚にすることにより、耕作の効率化を図ることができた。
今後も、必要に応じて大区画化等をはかり、担い手へ集積しやすい体制を構築していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

まずは、自己所有農地を可能な限り管理保全しながら、まだ耕作ができる状態のうちに、次世代に継承する。
集落内の担い手への集積と、農地の集約化については、現時点では難しいと思われるため、集落での話し合い
を継続し、検討する。

状況にあわせて検討する。

①現在設置している柵の保全管理を行い、有害個体の侵入を防ぐ。
⑦すき込み、水路の修繕、田んぼダム、畦畔の保全、あぜぬりを行う。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨その他

⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】



石田・紺屋土居地区目標地図


